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千 葉 ニ ッコー油 ジフェニ ー ル事 件 をめ ぐって

水原 完 ・宮川 昭 ・横川 洋 ・難波六磨

枡井貞雄 ・大平幸男 ・中井一彌 ・磯部 満

樋ロ 毅 ・種村昌城 ・三井康功 ・玉井俊征 ほか

(大阪市環境保健局食品衛生課)

1.は じめに

昭和48年 は,4月11日 千葉ニ ッコー株式会社製 造の食

用油に混入 した熱媒体(ジ フェニールなど)に 関連 した

事件,終 結す るまで に1カ 月半 を要 し,5月 下旬 に一応

の ピリオ ドをうった。 その頃新聞 ・テ レビ ・雑誌 は,九

州で第3水 俣病発見 を報 じた。 そして6月4日,初 の環

境週間がは じまった日,水 産庁が昨年 来の全国PCB汚

染水域の精密調査結果 を発表 し,水 産 業界は勿論のこと,

住民の最大の社会問題 と して注 目され ることとなった。

そして6月24日,魚 介類の水銀 に関す る規制値の答申が,

厚生省のなかに設置 されてい る"ミ魚介類 の水銀 に関する

専門家会議"の 結論と して出 され た。現在PCB・ 水銀

問題はなお大 きく学問上 も社会的 にも続いている。

10月下旬以降 に表明され るであろ うPCBの 食品中残

留量の暫定的規制値 の再検討結 果,ま た11月末 には出さ

れ るであろう全国水域 での魚介類 中水銀検査結果の公表

など,次 々とやって くるであろう今後の問題・市民の各

々の質問に答 えねば ならない医師と して,ま た技術者 と

して,ま た食品衛生 を預 る行政官 として,過 去 の事例 を

検討材料 と して,ま た反省材料 として,現 在か ら将来へ

の対処 をして いかねば ならない。

すでに終結 をみた4月 か ら5月 にかけての,ニ ッコー

油事件 を1つ のサ ンプル として,そ の経緯 を述べ るとと

もに,そ の経過のなかでポ イン トとなった問題点 と,そ

の後 に続いているPCB・ 水銀 問題 との関連 につ いての

経緯 を含めて,食 品 をめ ぐる健康 問題 を考 え,と もすれ

ば忘れ られ勝 ちな,過 ぎ去 ったケー スの記録 をとどめる

意味 もあって,こ ゝに記述す ることと した。

II.事 件の経過

1.初 日の活動

昭和48年4月11日,千 葉ニ ッコー株式会社製造 の食用

油 に熱媒体が混入 している旨の情 報 を入手 した。この千

葉ニ ッコー株式会社の関連会社 ・親 会社 とみ られる日本

興油株式会社 の本社が大阪市内にあることか ら,情 報 を

入手確認後,た ゞちに食品衛生監視特別機動隊(47年4

月発足 ・横川洋班長ほ か)が 出動,東 区 にあ る本社 なら

びに,港 区にある同社倉庫 の調査 を行 なうとともに,同

日正午よ り全市の食用油販売店 ・食用油使用施 設に対す

る立入調査 を,市 内22の 全保健所 な らびに中央 ・東部両

市場検査所の食品衛 生監視員によ り実施,と りあえず,

当該 食用油の販売 を停止 した。

当初,千 葉ニ ッコー製(T印)の 製品は,名 古屋以東

に販売 され,名 古屋 以西 は,日 本興油株式会社水島工場

製(M印)が 流通 しているとのことであったが,流 通の

はげ しい現 在では,東 のもの も西へ廻 っている可能性が

あるので,T印 の発見につ とめると共に,会 社 に対 して

も自主点検,回 収 を命 じた。

第1日 の目標は,販 売経路のなかで,万 一T印 がま ぎ

れこんでいないか,と いうことで あった。会社の初 日の

言の ように,大 阪市へ はいりこんでいないならば,少 く

とも大阪市民への影響 を考 える必要はない。 しか し若 し

あるならば,そ の問題油の検討がで るまでの市民不安を

考えると,会 社の販売経路での回収 が うまくいかないと

大変 なことになる。

果 して当日夕刻,ま ず生野保健 所管内で空 かんが発見

され,T印 が大阪市内 にはいっていることは確実 となっ

た。次いで翌 日には城東保健所管内 ・西成保健所管内の

豆腐 店舗で も発見,空 かんだけで なく,缶 の空 いていな

いT印 の食用油 を確認 した。食品衛生監 視のなかでいち

早 く現物 を発見で きたことは,平 素の トレーニ ングがこ

の肝心の時 に力 を発揮 した ものであ り,大 阪市のみな ら

ず,近 府県での対策 に大いに役立った。食品衛生監視の

なかで監視員がいち早 く活動 し,い ち早 くポ イン トを発

見 したことは,他 の府県市ではで きなかったことであ り,

後か ら振 りかえってみて も,殊勲甲 といえるものであった。

大阪市の食品衛生監視 員の現物発見押収 によって,よ

うや く会社内の組織 ・管理のズサ ンさが明 らかとな り,

戸同本社水島工場 よ り大阪へ はい
ったなかにT印 のもの も

あることが明 らかとなった(表1・ 図1)。

市内 における販売経路 と して36店 舗があ り,さ らに次

のルー トへと大へ んな数 になった。 またこのT印(ジ フ
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エニール入 りといわれていたもの)の 食用油 を使用 した

二次製 品についても,取 扱店に対す る調査 を行 ない,自

主凍結 ・自主的販売停止 ・回収 ・返品等の措置 を要請 し,

実行 された。

日本興油株式会社本社 に対 しては,最 高幹部の出頭 を

もとめ,再 三再四 にわたる事情聴取 を行 なうとともに,

報告 をもとめ,本 市の対策 にともない種々の指示 を行な

った。

こうして食用油中のジフェニールの検査結果が待 たれた。

初 日の調査と しては,販 売ルー トと して丸紅株式会社

の調査 も行 なったが,千 葉ニ ッコー製品販 売との関連 は

なく,爾 後の調査は 日本興油一本 に集中 した。

問題油の可否については,当 日段階では全 く不明であ

ったが,も しクロとすれば,健 康異常者の訴 えがでるこ

とも考えられるので,そ の届出のあ る場 合には各保健所

で必 らず記録 するよう緊急依頼 し,万 一に備 えた。

図1経 過 図

表1ニ ッコー食用油T印 販売経 路

2.第2日 の活動

3月15日 製造のT印 食用油 に,熱 媒体 と して使用 して

いるダウサムA・KSK260が 混入 したとみ られ,日 本

興油株式会社水島工場 の検査室で検査 した ところ,ジ フ

ェニー ル9ppmが 検出 され,千 葉 ニッコー株式会社の製造

工程 の修理がなされた。その前段 階の2月20日 の点検 で

は異常が なかったので,そ の間 にパイプ内へ漏洩 したと

み られた。すでにその間のT印 製 品が流通 されてお り,

同社 から千葉県衛 生部へ の報告 もされていなかったという。

初 日の調査 は,事 件 の原因 となった詳報は明 らかでな

く,2月21日 以降のT印 の油が危険 の可能性 あ りとのこ

とで,緊 急 に行 なった。

第2日 の4月12日,前 述の ごと く西成区の豆腐店でT

印の空缶1缶 発見押収,ま た城東区の豆腐店でT印 未開

封の2缶 を発見 した。 また前 日調査段 階では在庫 してい

なかった港区内の玉島海運倉庫内のニ ッコー倉庫 で117

缶 を発見,港 保健所 ・食品衛生監視特別機動隊の合同調

査の結 果,日 本興油本社ルー トによる近畿一円の回収分

であることが判明 した。同 日夕刻の回収状況 報告 により,

大阪市内生野区の伊勢屋3缶 をは じめ,市 内 を除 く府下

分44缶,神 戸市 内117缶,京 都市内32缶,合 計196缶 で

あり,港 区玉島海運倉庫 の117缶 のほかは,と りあえず

東区の本社内に回収 していた。

同日午後8時,大 阪市における経過 と対策,T印 発見

について公表,報 道発表を行 なった。

3.第3日 の活動

翌4月13日 午前,全 保健所の食品衛生関係係長会議,

ついで経過説明 を報道発表。同夕刻の緊急臨時保健所長

会議は,報 道陣 ・カメラ ・テ レビ放列の なかで開会,報

道陣退場後主 と して健康調査につ いて討議 され,そ の結

論 を午後5時 半報道発 表す るなど,あ わただ しい時が続

いた。13日 までの3日 間 における調査延件数は1948件 に

およんだ。

4.爾 後の活動 と経過

T印 を目標 に初動調査はほ 終ゞ 了 し,爾 後の調査にか

かった。 日興 水島工場製M印 にもT印 の油が混入 してい

る等の誤報がテ レビ ・ラジオに流れた り,ま た日本興油

本社 を告発すべ しとい う声がでた りして,実 務 にたつさ

わってい るものの活動 が一時ス トップす ることもあった。

マ ヨネーズ ・マーガ リンなど二次製品調査方針 を定め

るとともに,一 方市 内にある食用油脂製造施設の立入調

査 を4月14日 実施,此 花 ・福島 ・西成3保 健所が担当,

4月18日 以降の全国一斉点検に先 ん じて調査,ひ き続 き

2～3度 にわた り継続調査 した。
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4月14日 日本興油株式会社最高幹部が環境保健局に出

頭黒河内保健 部長 らによ り事情聴取の さいには,テ レビ

カメラに囲まれるなど,社 会的な大 きなニュース となっ

た。ついで15日 の 日曜日も調査 を続行 し,16日 検査結果

の発表までは,日 興本社の聴 問の不十分 さから,な お告

発すべ しの声が大 きかったが,そ の条件が明白でないの

で,そ の時期ではないということで押 しとお した。

5.食 用油検査結果判明

当初大阪市内で収去 し,市立衛生研究所 食品栄養課(岡

村一弘課長)の 研究員(佐 々木研究主任ほか)に よ り検

査 中であった。千葉ニ ッコー株式会社(T印)な らびに

日本興油株式会社水島工場製造(M印)の 食用油 につい

て,4月16日 ジフェニー ルの検査結果が判明 し,検 体い

つれもジフェニール検出せず,直 ちに同日午後5時 中山

環境保健 局長 よ り公表 した。国は勿論のことお膝元の千

葉県 は じめと して,ど の府県市 も判明 してお らず,全 国

的に最初 の検査結 果の公表であった。ジフェニール混入

食用油事件 としてこの1週 間,連 日テ レビ ・ラジオ ・新

聞等の報道陣のカメラの放列の なか,深 夜までの活動が

続 いていただけに,慎 重のなかに も迅速に,ま た混入事

件 として騒がれて いるなかでの,否 定のデー タであった

だけに繰 り返 し検査の上の自信 ある結果 として,こ の事

件終結へのポイン トとなった(表2)。

なお千葉ニ ッコーで使用の熱媒体はダウサ ムA49.07

%KSK26050.93%で あることが後 日判 明 した(表3)。

6.健 康異常の問題

京都府下でマー ガリンなどによる健康異常の訴 えがあ

り,千 葉ニ ッコー油T印 の関連 であるとの情報が新聞等

に報道 され,そ の連鎖反応 として大阪市 内で も保健所 に

連絡する人がみ られたが,い つれ も明確 な申 し出でなく,

千葉ニッコー油 に関連 あ りと思 われ るものは数名に過 ぎ

ず,そ れ も春 先の発疹性疾患の多い時期 だけに,今 後の

ため記録 をとどめ る方針 を貫 いた。果 して京都府下で発

表された異常者の食べ た二次製品は,厚 生省や製造元の

ある愛知県の調査によ り,T印 油 とは無関係 であること

が判明,こ ういった異常訴 え者の取扱 いについての当該

保健所 ・衛生部の判断は,検 査結果が該地ではでていな

かったこともあって,各 地 に波 らん をまき起 した。

幸い大阪市では,す でに検査結果が判明 してお り,訴

えた人 には事情 をきくとともに,問 題事件の経過 を説明

し,記 録にとどめ ることに し,関 連二次製品を疑 える4

検体 について(表2の 収去 先個 人名)は 検査を実施 した。

表2大 阪市ニッコー食用油関係収去品検査成績
48.4.16～5.15

大 阪 市 環 境 保 健 局

×印当初4月16日 公表,× ×印4月17日 公表
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表3熱 媒 体

検査結果はいつれ も検出せずであ り,訴 え症状 は本事件

とは無関係の主訴であることが判明 した。

7.事 件の終結

大阪市の検査結果公表 に引 き続 き,大 阪府 ・東京都か

らも発表,そ の後国の段 階でも5月1日 検査成績が逐次

発表され,い ずれ も熱媒体 は検出 されなかった。

当該食用油および食用油 を使用 した製品の処置 につい

ては,厚 生省 ・関係府県 との連絡 を密 に し,二 次製品の

自主凍結措置 を5月18日 解除 し,ま た港区の玉島海運倉

庫 に保管封印 し,移 動禁止 を命 じていた近畿一円のT印

食用油につ いては,岡 山県衛生部 と連絡の上,港 保健所

食品衛生監視員の立合の もと,岡 山県倉敷市の日本興油

水島工場へ5月24日 移送 し,同 月29日 移送分 を現地の水

島工場 で水原 ・大平が確認 した。

こゝに本事件は,シ ロという結果で終結 し,4月11日

以降49日 ぶ りに幕 を閉 じた。

III.問 題点

1.原 因不明の初動調査

千 葉 ニ ッコー製 造T印 の食 用 油 に ジフェ ニ ー ル がは い

って い る,と い う情 報 だ け で,大 阪 に あ るの か な いの か,

また製 造年 月 日は,他 の 食用 油 は ど うなの か,分 らな い

ま ゝにT印 を さがせ とい うこ と に した 。 この時 代,健 康

に恐 れ あ りとい う疑 いの段 階 で 処置 を しな けれ ば な らな

い。 少 くと も原 因物 質 の 有無 や その混 入 度 が判 明 す るま

で は調査 をす す め な い とい け な い。

ジフ ェニ ー ル と い う言葉 が,PCBの ポ リ塩 化 ジフェ

ニー ル の な かに書 かれ て い る言葉 で あ るだ けに,報 道 さ

れ る文字 と して も,市 民 の驚 きの な か に も,ジ フェ ニー

ル=PCB=カ ネ ミ油症,と い うあや ま った連鎖 反応 を

起 した。 ジフ ェニ ー ル が カ ンキ ツ類 の カ ビ防止 用 に紙 片

に浸 ませ貯 蔵 また は運 搬 用 ど して使 われ てお り,グ レー

プ フル ー ツ な どに以 前 か ら使 用 され,そ の規 制基 準 と し

て果 物 中残 留 量70ppm以 下 の い う数 字 が あ るこ と も,理

解 を深 め るの に役 立 つ もの で あ っ た(表4・ 表5・ 図2)。

2。 水蒸 気 蒸 留法 に よ る食 用油 中の 熱媒 体 の 回収 実験

(市 立衛 研 佐 々木 研 究主 任 ほ か)

・ 熱 媒体 が 食 用 油製 造 加 熱 時 に混 入 した場 合
,残 留 量 は

ど うか を検 討 した 。

(1)留 出 液 中 の存 在 量

試 料:熱 媒 体 を20ppm濃 度 に添 加 した 食用 油50gを 使

用 した 。(509中 熱媒 体 量1mg)

実験 方 法:試 料 に常 圧 下,加 熱 水 蒸気 を通 気 し,さ ら

に直 火で 加 熱 を行 な う,留 液500meを 採 取 し,全 量 をエ

チ ル エ ー テ ルで 抽 出す る。 エ ーテ ル抽 出液 を乾燥,脱 水

後,留 去 し,1meと な る まで 濃 縮 す る。 この もの につ い

てガ ス ク ロマ トグ ラ フ ィー7(FID検 出 器 使 用)を 行 なう。

熱媒 体 の 回収 率:58～63%

なお,水 蒸気 蒸 留 中 の 試 料温 度 は,最 高155° 平 均 して

105°を持 続 した。

(2)試 料 中 の残 存 量

実験 方 法:水 蒸 気 蒸 留 に供 した 試 料 よ り水 を除 き,ア

セ トニ トリル抽 出法 に よ り残 存 熱媒 体 を抽 出 す る。(こ

の抽 出法 の 回収 率 は95%前 後)。 抽 出 後,フ ロ リジル カ ラ

ム を用 いて精 製 した後,ガ ス ク ロマ トグ ラフィーを行 なう。

結 果:熱 媒 体 は,ほ とん ど検 出 され な かっ た。(な お,

油 の加 熱 によ り生 じた物 質 に よ る と考 え られ る,ガ ス ク

ロマ トグ ラム上 の ピー ク を熱媒 体 に よ る もの と仮 定 して

考 え て も,そ の 量 は,添 加量 の2%以 下 で あ る。)

食用 油 の精 製 工 場 で 行 な われ て い る精 製 方法 は,油 を

250。位 に加 熱 して お い て,減 圧下,水 蒸 気 を通 気 す る と

い う方 法 で あ る。

実 験 室 で の設 備 の た め,わ れ われ の実 験 は 常圧 下,10.5
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155° とい う条 件 しか と り得 な か った が,そ れ で も残存

量,殆 ん ど0,あ るい は残 存 した と して も2%以 下 とい

う結 果 が 得 られ た。

当然,製 油 工場 の 精 製 工程 で 採 用 され て い るよ う な条

件 下 で は,残 存 量 は,皆 無 に近 い と考 え られ る。

3.ジ フェニ ー ル9ppmと い う数字

厚 生省 の 調査 研 究 に よ っ て,日 本興 油 水 島工 場 検査 室

の ジフェ ニ ー ル9ppmと い う判 断 は,ガ ス ク ロマ トグ ラ

フ ィー 上 の チ ャー トに あ らわれ た妨 害 物 質 を誤 認 した も

の で,9ppmと い う数字 は 全 く信 頼 で き ない もの と判 断

され た。

事件当初 にわれわれが知った9ppmと いう数字 も,カ

ンキツ類 の使用基準 があ り,グ レープフルーツなどのカ

ンキツ類 の含有量が20～30ppm程 度であることから,少

くとも人体の健康 面への影響 は考 えられ なかったが,は

いってはならない食用油への 混入 という事実 は食品衛生的

に問題であ り,ま た高単位の含有の可能性が否定 できな

い状況の時点 では,行 政上の措置 をす る必要があった。

最終的には検出限界0.2ppmの 溶媒抽出法によるガスク

ロマ トグ ラフィーによる検査 では検出 され なかったが,

十塩化法によって2検 体か ら0.05ppmの ジフェニールが

検出されたと国立衛生試験所 から発表された。

表4食 用油 に混入 した熱媒体 とPCBの 毒性比較表

(注)※ 印 は、KSK=280(KSK-260よ り毒性大)・ 動物実験

脱臭塔

○容量1170L

○常温にお ける熱媒体の量750 ,L

① ダウサムボ イラー本体

② 第2ト ルイ

③ 第3ト ルイ 解体調査の結果中が非常にきたない

図2脱 臭工程(脱 臭塔 およびダウサムボイラーの概 要)

表5千 葉ニッコー㈱ における食用油製造工程概略
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N.お わ りに

以上今回の食用油熱媒体混入事件 について,大 阪市の

立場 からみた経過 と考察 を述べたが,千 葉ニ ッコーに直

接 関連す るものは検察陣にゆだね られてお り,い つれ明

らかにされることであろ う。

なお膨 大 な資料があるので,こ れ らは別途上梓 し今後

の参考資料と して残 したいと思っている。

ジフェニールの関連か ら,再 びPCBの 問題が再燃 し,

油 から魚へ と転換 していったが,さ らに水銀 問題 ・中性

洗剤問題へ と発展 して きている。油事件で痛感 させ られ

た正確 な検査成績は,魚 のPCB・ 水銀 についてもいえ

ることである。正 しい成績 とその解釈 を市民に周知 して

い くことの重大 さを,し み じみ感 じている。

本 文 は昭 和48年6月12日,大 阪市 消 費 者セ ン,

ター にお け る くら しの一 日講座 で,水 原が 講 演

した要 旨 に,一 部 加筆 した もの で あ る。,

エ ル シ ニ ア 下 痢 症 の 院 内 感 染 例

エ ル シニ ア菌(Yersinia enterocolitica):き きなれ な い菌 で あ る。 この菌 が急性 下 痢 症 の原 因菌 に擬 せ られ る こ

と を,わ れ われ が知 りえた の は善養 寺(1)ら の論 文 が最 初 で あ ろ う と思 う。 ヨー ロ ッパ,と くに北欧 で は多 くの症例 か ら

分 離 され,は や くか ら,下 痢 症 の 原 因菌 と考 え られ,こ の菌 に よ る単 発例 や家 族 内発 生例 も報告 さ れ てい る(2)

日本 で も急 性下痢 症 の 原 因菌 と して検 討 してみ る時期 で あ る と警告 され て きた が(3)昨年,昭 和47年 に静 岡 県(2件,

3月,7月)と 栃 木 県(7月)に あ いつ いで本 菌 に よる食 中毒 事件 が小 学校 に お いて 発生 し(4)世界 で最初 の集 団 発生 例

と して注 目を あび た。 しか し,推 定 原 因食 お よ び感染 経 路 は不 明 の ま ま に終 っ て い る。

最 近 のLancet誌(5)に よれ ば,本 菌 の 人 か ら人 へ感 染 をす るの で は なか ろ うか と考 え られ る報 告 例 が あっ たの で概 要

を述 べ る。

とこ ろは フ ィ ン ラ ン ドのTurku大 学 病 院 に お け る一 院 内感 染例 で あ る。

1972年4月10日 、9才 の学 童 が最 初,盲 腸 炎の 疑 い でA病 棟 に入院 して きた が,下 痢 が激 しい の でB病 棟 に移 され た。

14日 に糞便 か らY.enterocolitica0-9血 清 型 を検 出 し,血 清抗 体 価 は最 高1:160に 達 した。 つ づ い て 同 月20日,

掃 除婦(44才,A病 棟,9型 菌検 出1:320),同 月19日,看 護婦(31才,A病 棟,0-91:640),4月 中 旬看 護

婦(34才,A病 棟,0-91:2560),5月15日 に1ま看護 婦(44才,A病 棟,0-91:640),と ひ きつづ き本菌 が

検 出 され た。B病 棟 で は32才 の看 護 婦(0-91:1280)で 彼女 は前 記 学童 がB病 棟 に移動 した とき,ベ ッ ドを汚 し

たの で,そ の始 末 を した とい う。 も う一 人 は26才 の看 護 婦 で,彼 女 は1963年 に虫 垂 切 除 を した こ とが あ るが,4月20日

に下 痢,腹 痛 を訴 っ た え,糞 便 お よび血 清検 査 の 結果,0-9抗 体 価1:640を 示 した。

以 上 の一 連 の感 染 状 況 か ら推 定 され る こ とは,発 症 した もの は,何 らか の か た ちで学 童 と接触 の機 会 が あ っ たの で は

なか ろ うか とい うこ とで あ る。 本菌 に よ る症 状 はゆ る く,見 逃 が しや す い の と,ま た,一 般 に本 菌 に対 す る特 別 の 注意

が欠 け て い た こ とが原 因 で は なか ろ うか 。

一 方 ,菌 の性 状 か らは,と くに低 温 で も増 殖 可能 で あ る し,ま た,手 洗 水 中 で も生 残 しう る とい う性質 が あげ られ て

い る。

ちな み に,こ の菌 の ヒ トの感 染 に おけ るお もな症 状 をあ げれ ば,嘔 気,嘔 吐 は少 な い が,急 性 の腸 管感 染 症 の 一般 的

症 状 と してみ られ る下痢(77.8%),38℃ 以上 の 発熱(58.1%),腹 痛(38.7%)が も っ と も多 くみ られ る とい う。

大 阪 市 内某病 院 にお け るサ ル モ ネ ラ菌 に よ る院 内感 染 を最 近 み た こ とで もあ るが,食 中毒菌 を原 因 とす る感 染症 の感

染 経 路 が,従 来 考 え られ たの とは異 な った か た ちで進 む場 合 もあ るの で は な か ろ うか。 と くに,エ ル シニ ア菌 の場 合 に

(25頁 へ 続 く)
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